
  

函館市ひとり親家庭技能習得支援給付金支給事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，函館市補助金等交付規則（昭和６２年規則第４３号。）に定め

るもののほか，函館市ひとり親家庭技能習得支援給付金（以下「技能習得支援給付

金」という。）の支給に関し，必要な事項を定めるものとする。 

（技能習得支援給付金の支給） 

第２条 市長は，ひとり親家庭の父または母の高等職業資格（函館市母子家庭等高等

職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱第５条各号に掲げる資格をいう。）の取得

に係る養成訓練の受講費用の負担を軽減し，安定した修業環境を提供するため，技

能習得支援給付金を支給する。 

 （支給対象者） 

第３条 技能習得支援給付金の支給対象となる者（以下「支給対象者という。」）は， 

 養成機関において修業を開始した日以後において，次のいずれにも該当する者とす

る。 

 (1) 函館市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱に基づく給付金

（以下「訓練促進給付金という。」）の支給を受けている者 

 (2) 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成２３年法

律第４７号）第４条第１項の規定により認定された職業訓練を受けていない者 

 (3) 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第１５条第３項に規定する公共職業

訓練等の受講の指示を受けていない者 

 (4) 国が実施する事業で別に定めるものにより次条の技能習得支援給付金の支給額

を超える支援等を受けていない者 

 （支給額等） 

第４条 技能習得支援給付金の支給額は，支給対象者が養成訓練の受講のために養成

機関に支払った費用（以下「授業料等」という。）の２分の１に相当する額（その

額が５０万円を超えるときは，５０万円）とする。ただし，函館市母子家庭等自立 

 支援教育訓練給付金支給事業実施要綱第５条第２号の規定に基づく支給を受ける場

合にあっては，当該額から同号に規定する支給予定額の年額を控除した額とする。 

２ 前項の規定により算定した額に千円未満の端数があるときは，これを切り捨てる



  

ものとする。 

 （技能習得支援給付金の支給申請および支払計画） 

第５条 技能習得支援給付金の支給を受けようとする者は，訓練促進給付金の支給決

定通知書を受領した日から１５日以内に，別記第１号様式の申請書兼支払計画書に

当該年度に係る授業料等の支払い予定額を確認できる書類を添えて申請しなけれ

ばならない。 

 （支給決定の通知） 

第６条 市長は，前条の規定により申請があった場合において，内容の審査および必

要な調査等を行った上，支給決定をしたときは，別記第２号様式の通知書により通

知するものとする。 

 （技能習得支援給付金の支給時期） 

第７条 前条の規定により支給決定をした技能習得支援給付金の支給は，次の各号に

掲げる区分に応じ，当該各号に定める日までに，当該支給決定をした額の２分の１

に相当する額をそれぞれ支給する。 

 (1) ４月分から９月分までの授業料等に係る技能習得支援給付金 当該支給決定を

した日の属する月の翌月末日 

 (2) １０月分から３月分までの授業料等に係る技能習得支援給付金 ９月末日 

２ 前項の規定にかかわらず，９月以後に技能習得支援給付金の支給決定をした場合

は，当該支給決定をした日の属する月の翌月末日までに，当該支給決定をした額を

支給する。 

（支給額変更の届出） 

第８条 技能習得支援給付金の支給を受けた者（以下「受給者」という。）は，支給

対象者に該当しなくなる等の事由により，第６条の規定により支給決定をした額に

変更があったときは，当該事由が発生した日から１５日以内に，別記第３号様式の

申請書を市長に提出しなければならない。 

 （支給額の変更通知） 

第９条 市長は，前条の申請書の提出があった者について，第６条の規定により支給

決定をした額の変更を認めるときは，当該額を変更し，別記第４号様式の通知書に

より当該者に通知するものとする。 

 （技能習得支援給付金の実績報告） 



  

第10条 受給者は，技能習得支援給付金の支給を受けた日の属する年度の３月１５日

までに，別記第５号様式の報告書に養成機関の長が証明する別記第６号様式の確認

書を添えて，市長に提出しなければならない。 

 （技能習得支援給付金の額の確定） 

第11条 市長は，前条の報告書の提出があったときは，技能習得支援給付金の額を確

定し，別記第７号様式の通知書により通知するものとする。 

 （技能習得支援給付金の返還） 

第12条 市長は，虚偽その他不正な手段により技能習得支援給付金の支給を受けた者 

 があるときは，支給額に相当する金額の全部をその者から返還させることができる。 

 （細則） 

第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は，別に定める。 

 附 則 

１ この要綱は，令和元年８月１５日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

２ この要綱の施行の日において，受給対象者である者が，令和元年度において，技

能習得支援給付金の支給の申請を行おうとする者に係る第５条の規定の適用につ

いては，「高等技能訓練促進給付金の支給決定通知書を受領した後１５日以内」と

あるのは「令和元年９月３０日まで」とする。 

 附 則 

この要項は，令和４年４月１日から施行する。 



別記第１号様式（第５条関係）        
 

函館市ひとり親家庭技能習得支援給付金支給申請書兼支払計画書 

 

令和  年  月  日 

 

函 館 市 長  様 

 

                         住 所 

                    申請者 

                         氏 名 

 

 

    年 月 日付けで函館市高等職業訓練促進給付金の支給決定を受けましたので，下記のとおり

申請します。 

① 氏 名 

 

 

（フリガナ）  

②  

生年月日 

 

年   月   日 

（   歳） 

 

 

 

③ 住 所 （〒   －    ） 

 

 

④ 電話（    ） 

    － 

⑤ ハローワークで行っている 

求職者支援制度を受けて 

 

いる   ・  いない 

⑥ 養成機関および修

業内容について 

 

養成機関名  

住所  電話（    ） 

    － 

修業期間   年  月  日 

～     年  月  日 

養成区分 
昼間・夜間 

修業に係る 

資格 

看護師・准看護師・保育士・介護福祉士・歯科衛生士・ 

美容師・製菓衛生師・調理師・           

⑦ 給付申請額等 

詳細裏面計画書 

 

 

 

 

入学料              円 

授業料              円 

その他の諸経費          円   合計         円 ① 

 

函館市母子家庭等自立支援教育訓練給付金     

          あり・なし  年額             円 ② 

 

① ×５０％－②         （算出額予定：        円）③ 

⑧ 希望する 

 振込先金融機関 

金融機関名： 口座の種類：普通・当座・その他 

支店名： 口座番号： 

口座名義（フリガナ） 

（備考） 

 

 

※高等職業訓練促進給付金の決定通知を受領してから 15日以内に，申請してください。 

 



 

授業料等支払計画書 

 

この計画書には，年間の支払金額，回数等のわかる書類を添付してください。 

     年度の授業料等の支払額および納付期限は，下記の予定です。 

                            名前               

 

 

      期 

 

納付期限 

 

年  月  日  

 

入学料               円 
（A）の内訳 

授業料  

月～  月分          円 

 

その他所要経費（A）        円 合計額          円 

 

 

      期 

 

納付期限 

 

年  月  日  

 

入学料               円 
（A）の内訳 

授業料  

月～  月分          円 

 

その他所要経費（A）        円 合計額          円 

 

 

      期 

 

納付期限 

 

年  月  日  

 

入学料               円 
（A）の内訳 

授業料  

月～  月分          円 

 

その他所要経費（A）        円 合計額          円 

 

 

      期 

 

納付期限 

 

年  月  日  

 

入学料               円 
（A）の内訳 

授業料  

月～  月分          円 

 

その他所要経費（A）        円 合計額          円 

 

給付金 

支払予定月・予定額 

 

月 （給付予定額の 50％） 

 

           円 

 

納付完了月   月  （給付額の残額） 

          

                円 



別記第 2号様式（第６条関係） 

 

函館市ひとり親家庭技能習得支援給付金支給決定通知書 

 

       

  年  月  日 

 

  様 

 

函館市長           印 

 

     年  月  日付けで申請のあった函館市ひとり親家庭技能習得支援給付

金について，書類審査の結果，次のとおり決定したので，通知します。 

 

記 

 

この給付金の給付の対象となる経費および給付金の金額等は，次のとおりです。  

  

給付金対象経費 給付金の額および支払月 

 

 

 

 

 

 

          円 

  

 

1回目 

 

金         円 

 

   年   月 

 

2回目 

 

金         円 

 

   年   月 

 

合計 

 

金          円  

 



別記第３号様式（第８条関係） 

函館市ひとり親家庭技能習得支援給付金支給額変更申請書 

 

れ平成  令和  年  月  日 

 

函 館 市 長  様 

 

                         住 所 

報告者 

                         氏 名 

   年  月  日付けで決定を受けた函館市ひとり親家庭技能習得支援給付金について，下記 

の理由により変更が生じたため申請します。 

①氏 名 （フリガナ） ② 

生年 

月日 

昭和・平成 

  年  月  日生 

（   歳） 

 

③住所・電話番号  

④給付額が変更となる事由 

 

イ 函館市高等職業訓練促進給付金の支給資格が喪失となったため 

  ・所得が基準を上回った 

  ・ひとり親家庭でなくなった  ・退学または休学した 

ロ 給付金支給額を上回る支援等をうけることとなったため 

ハ その他 

  （                           ） 

⑤事由が発生した日 平成令  

 令和   年  月  日 

⑥支給決定額 

                     円 

⑥変更申請額 

                     円 

（備考） 

 

（注意） 

１ 函館市高等職業訓練促進給付金の支給資格がなくなったときは，１５日以内に，市長に届け出てください。 

 



別記第４号様式（第９条関係） 

 

函館市ひとり親家庭技能習得支援給付金支給額変更通知書 

 

    函 子 子       

  平成  年  月  日 

 

  様 

 

函館市長           印 

 

 

 平成  年  月  日付けで変更申請のあった函館市ひとり親家庭技能習得支援 

給付金について，内容審査の結果，次のとおり決定したので通知します。 

 

記 

 

  技能習得支援給付金  

 

   変更前   金             円 

 

   変更後   金             円 

 

    変更した理由 

  （                                                      ） 

 



別記第５号様式（第 10条関係） 

 

函館市ひとり親家庭技能習得支援給付金支給実績報告書 

 

 平例話成  令和  年  月  日 

 

函 館 市 長  様 

 

                         住 所 

                    受給者 

                         氏 名 

 

①氏 名 （フリガナ） ② 

生年月日 

昭和・平成 

 年  月  日 

（   歳） 

 

 

③住 所 （〒   －    ） 

 

 

 

④ 

電話（    ） 

    － 

⑤養成機関および修業

内容について 

 

養成機関名  

住 所  電話（    ） 

    － 

修業期間 平成  年  月  日 

～ 平成  年  月  日 

養成区分 
昼間・夜間 

修業に係る 

資格 

看護師・准看護師・保育士・介護福祉士・歯科衛生士・ 

美容師・製菓衛生師・調理師・           

⑥交付決定額 授業料等の総額（見込） 

             円 

交付決定額（A） 

円 

⑦実績報告額 授業料等の総額(支払済) 

                          円 

実績報告額（B）確定額 

              円 

精算額 

 

（Ａ）－（Ｂ）                        

             円    追給 ・ 返戻 ・ 同額精算 

（備考） 

 

 

※この報告書に，養成機関の長が証明する授業料等支払確認書を添付してください。 



別記第６号様式（第 10条関係）      

 

授 業 料 等 支 払 確 認 書 

 

 

 

函館市長 様 

 

                       受講者氏名 

                       生 年 月 日 

                       課 程 

 

 

 上記の者に係る    年度の授業料等の支払いについて，以下のとおり確認しました。 

 

 

 

       

 

最終納付確認日 

 

年  月  日  

 

入 学 料  

                

円     

（A）の内訳 

 

授業料  

月～  月分         

   

            円 

 

その他所要経費（A）        

 

    

            円 

合計額          

 

            円                       

 

 

令和  年  月  日 

 

                 養成機関名 

                 養成機関の 

                 長 の 氏 名 

 

 

 

 



別記第７号様式（第 11条関係） 

 

函館市ひとり親家庭技能習得支援給付金の額の確定通知書 

 

             

    年  月  日 

 

  様 

函館市長           印 

 

 

     年  月  日付けで支給実績報告書の提出があり，    年  月  

日付けで支給決定の通知をした函館市ひとり親家庭技能習得支援給付金については，次

のとおり給付金の額を確定したので通知します。 

 

記 

 

１ 支給決定の金額        金            円 

 

２ 実績報告の金額（確定額）   金            円 

 

 追加支給額または返戻額（１－２）           円  

 

  支給内訳 

支給月 支給金額 

    年   月             円 

    年   月             円 

 


